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～はじめに～ 

従来、防災計画としては国レベルの総合的かつ長期的な計画である防災基本計画と、地方レ

ベルの都道府県及び市町村の地域防災計画を定め、それぞれのレベルで防災活動を実施してき

ました。  

しかし、東日本大震災において、自助、共助及び公助がうまくかみあわないと大規模広域災

害後の災害対策がうまく働かないことが強く認識されました。  

その教訓を踏まえて、平成 25年の災害対策基本法では、自助及び共助に関する規定が追加さ

れました。その際、地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村

内の一定の地区の居住者及び事業者（地区居住者等）が行う自発的な防災活動に関する「地区

防災計画制度」が新たに創設されました。 

「災害は忘れた頃にやってくる」ともいわれています。  

地区防災計画を活用して、いざというときに地域コミュニティごとに効果的な防災活動を実

施できるようにすることが重要です。  

そのためには、地区の特性を踏まえた実践的な計画作成を行い、また、作成を通じて地域コ

ミュニティにおける共助の意識を醸成させ、人材育成を進めることによって、総合的に地域防

災力を向上させることが重要です。  

また、防災活動をきっかけとして共助による活動が活発化し、良好な地域コミュニティの関

係を構築することにつながることもあります。  

今後、この地区防災計画制度が、地域コミュニティの維持・活性化やまちづくりにも寄与す

ることを期待します。 
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１ 非常持ち出し品、非常備蓄品の準備 

（１） 避難のために用意しておくもの  

リュックサックなど両手が自由に動かせるものに入れておき、いつでもすぐに持ち出

せる場所に置いておきましょう。家族の構成を考え必要最小限に絞り込み、一度背負っ

てみましょう。また、少なくても年に一度は点検しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自宅で避難生活をするために用意しておくもの  

 避難後、安全を確認して自宅へ戻り、持ち出したり、自宅で避難生活を送る上で必要

な物で、救援物資が届くまでの自足品として１週間分を備えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨具 

懐中電灯、予備電池 

卓上コンロ 
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２ 十三地区の被害想定 

（１）地震による 十三地区の被害想定 

 【海溝型地震】 

・南海トラフ巨大地震   震度６弱（マグニチュード 9.0～9.1） 

津波による被害想定 

淀川河口への到達時間  地震発生後  約 116分（淀川河口） 

    想定津波高（大阪湾）  最大 5.6m   

    十三地区 浸水想定   浸水の深さ 0.1m未満～2m 
 

・東南海、南海地震    震度 ６弱（マグニチュード 7.9～8.6） 

   倒壊家屋想定      木造 103棟、非木造 5棟 

   半壊家屋想定      木造 167棟、非木造 21棟 

   死者想定 1名、負傷者想定 73～86名、避難者想定 289名 
 

 【直下型地震】  

  ・上町断層帯地震     震度６強（マグニチュード 7.9～8.6） 

   倒壊家屋想定      木造 562棟、非木造 56棟 

   半壊家屋想定      木造 282棟、非木造 98棟 

    死者想定 18名～21名、負傷者想定 53～62名、避難者想定 1,271名 
 

・生駒断層帯地震     震度５強（マグニチュード 7.3～7.7） 

・有馬高槻断層帯地震   震度５強（マグニチュード 7.3～7.7） 

  ・中央構造線断層帯地震  震度５弱（マグニチュード 7.7～8.1） 
 

（２）水害による十三地区被害想定 

・淀川が氾濫した場合   浸水の深さ 3.0m～5.5ｍ 

  ・神崎川が氾濫した場合  浸水の深さ 0.1m未満～2.0ｍ 

  ・内水氾濫の場合     浸水の深さ 0.1m未満～0.5ｍ 
 

～ 正しい情報を入手しよう ～ 

携帯メールアドレスを登録すると、地震・津波・台風情報や気象に関する注意報・警

報、避難勧告や指示情報など、幅広い防災情報が提供されます。 
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３ 十三地区 防災マップ 

 

災害時避難所 

十三小学校 

災害時避難所 

英真学園高校 

災害時避難所 

十三中学校 

広域避難場所 

淀川河川公園 

コンフォート片岡 

ベルコ 

ネオハイツ新淀川 

凡例 

町会一時避難場所 

東一南 

東一南 

東一北 

東二東 

東二西 

東三西 

東三 

東三中 

東三東・東四・五 
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４ 淀川区災害対策本部 

 

地震発生時の市、区災害対策本部等の設置は次のとおりです。 

（１）大阪市域において震度５弱以上（大阪管区気象台発表）を観測したとき、大阪市

災害対策本部を設置し、それに伴い淀川区災害対策本部を設置する。 

（２）大阪市域において震度４以上（大阪管区気象台発表）を観測したとき、大阪市災

害対策緊急本部を設置し、それに伴い淀川区災害対策緊急本部を設置する。 

（３）地震による被害が発生するおそれがある場合において、大阪市災害対策緊急本部

を設置するまでに至らないとき、または設置するまでの間、大阪市災害対策警戒

本部を設置し、それに合わせて淀川区災害対策警戒本部を設置する。 

 

 

 

庶務班 

区本部の編成、動員、連絡統制 

市本部との連絡調整、情報収集、

伝達、応援協力、義援金等 

 

救助班 

被災者の応急救助、車輌の調整 

区内校園の情報連絡、救援物資 

の調達保管配給、義援金配分 

避難収容班 被災者の収容に関すること 

避難者の誘導、収容状況の把握 

調査班 被害状況の調査 

 

保健福祉班 

医療防疫に関すること 

医師会等と連絡調整 

環境及び食品衛生に関すること 

 

安置所管理班 

遺体安置所の設置、管理 

身元不明者に関すること 

火葬許可証発行 

ボランティア連絡班 ボランティア活動支援、区本部

と連絡調整 

消防班（淀川消防署） 消防に関すること 

 協力隊 各地域自主防災組織 

 関係機関 警察、医師会、関西電力、大阪

ガス、ＮＴＴ西日本 

 

区災害対策本部 

区本部長（区長） 

区副本部長（副区長） 

本部付（総務課長） 

本部付（市民協働課長） 

 


